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能美市議会では、市民の皆さんがより豊かに暮らせるよう能美市に関する様々なことを話し合って決

めています。今回は、そんな市議会の仕組みや役割について紹介します。

市議会ってどんな仕組み？

市議会とは、市民の代表として選挙で選ばれた市議会議員が集まって、「市民の暮らしをどうよくするか」

を話し合い、意思や方針を決める場所です。そして、市長は市議会の決定に沿って施策を実行します。

市議会と市長は、けん制や連携をしながら、市民の皆様のためにまちづくりを進めています。

そもそも市議会とは？
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市議会の役割とは？

市議会には、市民を代表する機関として多くの権限が与えられています。

行政サービス

市民との協働・対話

①市のルールを決める
・市の条例の制定、改正、廃止を行う。

・予算、決算の承認をする。

④議長などの選挙を行う
・議長、副議長、選挙管理委員会委員などの

  選挙を行う。

②市長や行政をチェックする
・市長や市役所の業務が適切かを審議する。

・問題点があれば質問、指摘、改善要求を

  行う。

③市民の声を市政に反映する
・市民からの要望や意見などを提案する。

・請願・陳情（市民の要望）を審査する。

⑤意見書を提出する
・市の公益に関することについて、政府や執

  行機関に対し、市議会の意思表示として意

  見書を提出できる。

⑥重要な人事や契約の同意を行う
・副市長や監査委員などの選任の同意する。

・金額の大きな契約や財産処分の承認をする。

市議会の組織とは？
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●議員
市議会議員は４年ごとに市民による選挙で選

ばれます。市内に住んでいる 25 歳以上の選

挙権がある方であれば、どなたでも立候補で

きます。現在の議員定数は 16 人です。

●議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙によって

選ばれます。議長は市議会の代表として、議

場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務

統括などの多くの権限があります。

副議長は、議長が病気や出張などの理由で不

在の時に、議長の代わりを務めます。

●会派
市政について同じ考えや意見を持っている議

員同士が集まって、それぞれグループを作っ

ています。このグループを「会派」と言い、

能美市議会では３人以上の議員から構成され

ます。

●議会事務局
市議会に関する事務をスムーズに行うため、

議会事務局が設置されています。本会議や委

員会の運営補助、会議録の作成、議会活動に

必要な調査や資料収集、議員の日程調整など

を行っています。

市議会の流れとは？

市議会（定例会）の流れ
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議会はいつでも開催されているわけではなく、年 4 回（通常 3 月、6 月、9 月、12 月）定期的に開かれ

る「定例会」と、必要に応じて特別に開かれる「臨時会」があります。議会は、市長が招集しなければ会

議を開くことができません。また、議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会の招集を請求したとき、も

しくは議員定数の 4 分の 1 以上の議員から臨時会の招集の求めがあったときには、市長は議会を招集し

なければなりません。閉会中も月に一度、常任委員会を開催しています。

（議決権）


